
われわれのア-カイヴズ

1 はじめに :本稿の目的と方法､及び組織

における理念の重要性について

1.1 日的

このエッセイは､筆者が､京都大学大学文書館

の主催する ｢大学ア-カイヴズに関する研究会｣の

招きに応じて行った報告 ｢われわれのア-カイヴ

ズ :公文書館の精神を求めて｣をベースに､大幅な

加筆､削除､及び修正を加えたものである(第2回

研究会､2002年12月)｡同研究会は､京都大学大学

文書館の設置目的の一つである ｢調査研究｣の一

環として発足したものであり､｢大学ア-カイヴズ

の理念および今後の課題｣について研究するプロジ

ェクトもそのひとつの活動だということである(1)｡

筆者は､県立の公文書館に勤務していた経験は

あるが､大学ア-カイヴズと直接の関わりを持った

ことはないし､背景的知識もあまり持ち合わせてい

ない｡それで､これは管見の限りにすぎないのだ

が､大学ア-カイヴズをめぐる問題は､地方公共団

体のそれと共通する理念上の問題を抱えているよう

に思える｡ひとつは､ア-カイヴズと歴史研究(編

寡)との関わりについてであり､もうひとつは､い

わゆる ｢古文書｣をア-カイヴズの対象として積極

的に位置付けるのかどうか､という点である(2)｡

このエッセイの結論を先にいってしまえば､ア-

カイヴズは､歴史研究や編纂を目的とした機関では
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ない､ということである｡つまり､歴史資料それ自

体を目的として収集したり､それによって歴史研究

を行ったり､または､年史(地方公共団体であれば

｢県史｣や ｢市町村史｣)編纂資料の保存をはかる

ためのものではない｡また､それと関わってくる

が､そもそもア-カイヴズは､組織記録を対象とし

ているのであって､外部から ｢古文書｣を収集する

のは本質的な役割ではない｡この見解は､特に目新

しいものではなかろう｡ ア-カイヴズの必要性(こ

の場合は大学ア-カイヴズ)を ｢歴史研究以外のと

ころから本来は求めなければならない｣とした九州

大学75年史編集委員会小委員会の提言が出された

のが1991年であるから､それからすでに10年以上

が経過している(3)｡しかしながら､本誌の前号(『京

都大学大学文書館研究紀要』第1号､2002年11月)

において九州大学大学史料室助教授の折田悦郎氏

が､｢年史編纂事業とアーカイブの活動を切り離し

て考えてみる｣必要性を指摘し､また､｢大学アー

カイブは､古文書を利用して(学部講座等でなされ

ているような)一般の歴史研究を行う組織ではない｣

と強調しなければならなかったところをみると､ア

-カイヴズ理念についての合意は､いまだに形成さ

れていないと見てよいのだろう(4)｡京都大学大学文

書館助教授の西山伸氏も ｢そもそも大学におけるア

-カイヴズとは､何をするところなのか､どういう
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理念を持つべきなのか､実は議論はこれからなので

はないかと思われる｣と指摘する(5)｡理念をめぐっ

て統一見解が無い状況は何も大学ア-カイヴズに限

らない｡地方公共団体のア-カイヴズをめぐっても

同様の状況がある｡また､広く ｢ア-カイヴズ｣一

般についてもそうだといえる｡われわれがア-カイ

ヴズについて論じるとき､｢公文書館｣｢文書館｣

｢史料館｣｢古文書館｣などと､定訳がないのは､

その証左であるといえる(6)｡

本稿は､大学ア-カイヴズとは何か､どうあるべ

きか､という問いに直接答えることを目的にしては

いない｡そのかわり､｢ア-カイヴズ｣の普遍的理

忠(あるいは概念)について検討し､提示する｡

1.2 方法

地方公共団体の場合であれば､公文書館法とい

う法的枠組みがすでに存在しており､地方公共団体

のア-カイヴズはどうあるべきか､という理念問題

に対し､法的アプローチによる議論をすることも可

能である(7)｡しかしながら､大学ア-カイヴズをは

じめ､法的整備がなされていない非政府系のア-カ

イヴズ(governmentarchivesに対してinstitutional

archivesと称すべきもの)の場合､その方法は取れ

ない｡また､逆に､これから法的整備をすすめると

しても､ア-カイヴズの概念をしっかりと確立して

いないことには､法から演鐸されるア-カイヴズ像

自体が疑わしいものになってしまう｡ これははから

ずも､地方公共団体のア-カイヴズ理念の問題に対

する､法的アプローチの限界をも示している｡とい

うのも､ア-カイヴズの普遍概念が措定されるとし

て､これと公文書館法に規定するところの公文書館

が一致しているかどうかは､別途検討を要する問題

だからである｡つまり､公文書館法に表現される公

文書館概念は､条文の解釈面での論争は差し置く

としても､このままでは ｢公文書館法がいうところ

の公文書館｣の概念にすぎないのであって､それを

無条件に大学ア-カイヴズを含めたア-カイヴズー
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股に援用できる､とは論理的にはいえないのである(8)｡

そこで､本稿では､まず､ICA(国際公文書館会議)

やアメリカ｡アーキビスト協会､全国歴史資料保存

利用機関連絡協議会といった団体のア-カイヴズ定

義や､いくつかの英文文献に見られるア-カイヴズ

定義等を風上にのせ､その問題点を検討する｡｢い

くつかの｣という表現でおわかりのように､拙論は

徹底的な文献調査の上に成立した批判を展開する

のではないことをお断りしておきたい｡率直にいえ

ば､立論に必要な分を周いたに過ぎない｡本稿は､

そういう意味では､セオレテイカル(理念的)な色合

いを印象として与えるであろう｡ しかし､ある種の

ア-カイヴズ定義が抱える論理的矛盾は､実証的プ

ロセス無しに指摘可能だということも小論で示して

おきたい｡ただし､これは一種の消去法とならざる

をえない｡ところが､消去法のみでは､｢ア-カイ

ヴズとは､～ではない｣という否定形の理念しか出

てこないであろう｡ そこで､それを避けるために､

ア-カイヴズ概念の原型と変容の問題を､現代日本

の状況に触れつつ､また､Schellenberg(シェレン

バーグ)とJenkinson(ジェンキンソン)という20世

紀ア-カイヴズ界の二大巨頭の比較を中心に検討

し､さらにア-カイヴズの歴史的側面､そして今後

ア-カイヴズが発展するための戦略的考慮などを援

用し､肯定形の概念を提出することとしたい｡

1.3 理念の重要性について

組織において､理念と実践とは切り離すことので

きない､組織活動の盾の両面である｡どちらかを重

視し､どちらかを軽視してよい､というものではも

ちろんない｡本稿は､ア-カイヴズの理念を明らか

にしようとの試みである以上､理念の重要性につい

て強調するが､それは､実践の重要性を軽視してい

る､ということではない｡どちらもしっかりしてこ

そ､組織の維持 ･発展がある｡ 理念は組織の目的

を明確にし､実践はその目的を実現するための手段

である｡理念なき実践は､恵まれた時代においては
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放窓に流れ､試練の秋には組織を没落 ｡解体へと

追い込むであろう｡ しかして実践なき理念は､そも

そも組織存在自体を潜を隆､抽象性の域に押し込

める｡しかしながら､ここで明確にしておきたいの

は､理念が混乱したままの実践は､弊害が大きいと

いうことである｡理念が明確で､しかもそれが社会

的にも切に求められていながら実践の歯牙を欠く､

というのであれば､それは不作為の罪である｡社会

はその組織に見合った資源(人材や予算)を与えるが

よかろう｡ ところが､組織として充分な資源を持ち

ながら組織理念がきちんとしていないために､本質

的かどうか疑わしい事業に遭進する､というのは作

為の罪であり､こちらのほうは人材を無駄遣いし､

税金や社会的資源を費消する分､罪が重い｡

意思決定論のすぐれた著者､印南一路氏の定義

を借用すると､組織とは､｢共通の目的を持った

人々の､意識的な分業と協業を行う仕組み｣であ

る(9)｡この場合､理念とは ｢共通の目的｣を明らか

にするものであろうし､その目的を達成するための

実践が ｢分業と協業｣を通じて具体化されるといっ

てよかろう｡ 理念が混乱しているところに適切な分

業と協業もありえない｡県立の図書館に勤務する筆

者の身近な例でいえば､最近､公立図書館界が図

書館サービスにおける ｢指標｣及び ｢数値目標｣の

作成に通り組んでいる(10)が､この作業において最

も重要で､最初に行わなければならないのが､公立

図書館理念の確認なのである｡単純に蔵書冊数や､

入館者数､図書貸出冊数などを数値目標としてか

かげたところで､それが公立図書館の目的の達成に

いかなる貢献をするのか､という理念的(いわば質

的)問題が必ず次に控えていて､これから免れるこ

とはできない｡結局､組織目的がきちんと遂行され

ているかどうかの検証は組織理念に拠るしかない､

ということなのである｡

これまで県立の公文書館及び県立の図書館で勤

務してきた筆者の経験や観察からすると､組織理念

の混乱や退廃､あるいは欠如によって､以下のよう

な事態が招来される恐れがある｡

1)ルーティン業務の自己目的化

ここでは､ルーティン業務を ｢類型化され､その

処理について事前に意思決定がなされている業務｣

としておこう｡ もともとその業務をルーティン化す

る際には､組織理念なり､目的なりが意識され､意

思決定が行なわれることが本来的なあり方であるは

ずだが､ルーティン業務が長年繰り返されるうちに

それが忘れられてしまうことが多い｡特に､そのル

ーティン業務に一定の予算や人が経常的に充てられ

ている場合､それが自己巨的化してしまい､予算の

執行のための業務､担当者の業務遂行のための業務

と化することがある｡例をあげると､アウトリーチ

プログラム(展示会や講演会など､外部への利用普

及をめざす事業)において､｢講演会を3回分開催で

きる予算があるから､3回分のテーマや開催時期な

どを決めなければならない｣､｢予算執行にあたって

は､前例に従ってやり方を考えよう｣といった態度

は明らかにルーティンが目的化していることを示し

ている｡ あるいは､資料購入などでも､何が必要

か､なぜ必要か､といった吟味よりも､とにかく手

持ち予算の執行に汲々とするといった場合も､ルー

ティンが自己目的化する例である｡

2)オポチュこズム

前述の印南氏も指摘しているが､組織の構成員

は､多様な欲望を持っている｡それぞれが利己的に

行動し､それが組織目的と合致していれば問題はな

い｡しかしながら､組織理念が明確でない場合に

は､機会主義的行動(オポチュニズム)がはびこるこ

ととなる｡筆者の経験した例でいえば､本来的だが

地味な業務から､非本来的だが､マスコミなどを通

じて一般に喧伝できるような業務(つまりは ｢派手｣

な業務)に､組織の資源を割くといったことが､理

念が不徹底なほど行われやすい｡ア-カイヴズが､

組織記録をケアすることは､地道で目立たなく､し

たがってニュースにもならないが､人目を引くめず

らしい資料などが寄贈されればローカル新開やテレ
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ビなどで大きく取り上げられる｡本来成すべきにも

かかわらず成されなかった業務は巨に見えず､成す

べきではない業務であっても成した場合は目に見え

るので､オポチュニストの業績リストを長くしてく

れるのである｡特に､組織内のオポチュニストが､

職階において上位のクラスであればあるほど､その

組織のこうむる損害は大きい｡

3)志気(モラ一ル)の退廃

組織にとって理念が大切なことはいうまでもない

が､その組織に属する一人一人の実務家にとっての

理念は､また別の意味で大切である｡筆者はかつて

理念について､｢日常の業務に庄倒されながら､一

見ばらばらにも思える個別レベルの業務の間に､さ

らに上位の概念を設定することによって自分の職務

- それはときに身を削るような献身を要求する一

一のひとつひとつに何か価値序列をつけたい､つま

りは全体としての職務そのものの意義を見出したい

というあの根本的な欲求｣として言及したことがあ

る(ll)｡人間は､自分の行動に絶えず意味を求める

動物である｡理念の明確化は､実務家の志気(職務

意識､といってもよい)をたかめ､困難な仕事に立

ち向かう勇気とエネルギーを供給する｡志気の高揚

は､組織の不正を自らただす倫理観の源ともなる｡

逆に理念が不明確､あるいは窓意的だと､志気-職

務意識は減退､退廃する｡ 職務意識が退廃すると

ころ､組織成員の動機付けは失われる一方､前述の

機会主義に対する誘因は増大し､共通目的に向か

っての組織活動は低迷､問題は見過ごされるか､先

送りされる｡また､放置しておくとやがて重大な事

態を引き起こすであろう問題に対し､何ら手を打た

ずに静観することすらあり得る｡公文書館や図書館

といった機関であれば､どのようなことが起きるだ

ろうか｡おそらく､資料整理や保存､職員の研修と

いった､地味で目立たず､完成に特定の期日が指定

されているわけではないが組織の根幹的な業務がだ

んだんと等閑に付されることになるだろう｡ 未整理

の資料は書庫をゆっくりとしかも着実に満たす｡貴

重な資料は適切な保存措置を施されないまま徐々に

朽ちる｡施設はメンテナンスが不充分なままに老朽

化し､職員の質は低下､人事はよどむ｡つまり､モ

ラールの退廃はモラル ｡ハザード(道徳的危機)をも

招くといってよいだろう｡ それでも､経済が拡大基

調にあって､予算全体のパイも拡大していれば､退

廃は目立たない｡しかしながら､昨今のように財政

事情が逼迫し､シーリング(予算を対前年度一定比

率で一律に削減していくこと)が常態になってくる

と､もはや組織に現状維持はありえない｡理念を固

め､志気を高めて財政当局等に対し事業をデイフェ

ンドし､機会あらば攻勢に出るか､さもなくば毎年

のシーリングのもとに急速に事業を縮小､没落して

いくか(12)｡実際に､いま多くの図書館が行財政改

革の中で危機に立っている｡確実にいえるのは､予

算獲得のプロセスで､事業を正当化するのは理念で

あり､しかも､当局のほうも､予算要求側に対して

最も強く要求してくるのは理念なのである｡ 理念

は､とくに税金で成立している公立図書館のような

公的サービスにおいては､独 りよがりのものではな

く､納税者を納得させられるだけの社会性を備えて

いなくてはならない｡そして､理念の構築､確認と

いう知的負荷の高い作業を支えるのが職員の志気な

のである｡

4)｢単純ニーズ論｣-の逃避

ここ2､3年､社会的な議論になっているのが､

公立図書館のベストセラー本大量購入問題である(13)｡

確かに､利用者の要望に応えることを至上命題と

し､いわゆる ｢貸出し中心主義｣的発想のもとに多

くの図書館が運営されている現状があり､著作権者

が､大量の複本が無料で大勢の利用者に貸し出さ

れることの遺失利益について危機感を募らせるのも

無理はない｡これに対しては､｢図書館の本を借 り

る利用者は､そもそも自分では買うことはしない｣､

｢図書館は読者を育てることで､じつは出版業界に

も寄与している｣といった反論もある(この二つの

反論は､互いに矛盾しているのだが)｡ただし､本

-32-



われわれのア-カイヴズ (富永)

稿では､それらの言い分の正否について立ち入って

は論じない｡そのかわり､利用者のニーズに応える

ことを無条件に良しとしているかのような図書館側

の風潮について､理念欠如の問題の一例として触れ

ておきたい｡

利用者の要望に応える､また､その結果としての

貸出し冊数という数字が､その図書館の存在意義に

もかかわることとして強く意識される傾向がある｡

大義名分としては､｢利用者の知る権利､知る自由

を保障する｣という観念がある｡これによれば､利

用者の欲する本を購入するのは知る自由の保障であ

り､また､単に購入するだけではなく､それがベス

トセラーなどの需要の大きな本であれば複数購入す

べき理由は､利用者を待たせることは､利用者の知

る権利を侵害することになるからだ､という論理な

のである｡確かに､｢知る権利｣については､憲法

上の権利として確定しているかどうかは別として､

この10年余にわたる情報公開の流れの中ですっか

り一般に定着してきた概念だといえる｡しかしなが

ら､その場合の知る権利とは､行政の透明性やアカ

ウンタビリティを保証するため､住民の求めに応じ

で情報公開を行うことについて用いられている概念

であって､すでに公刊されている情報は対象となら

ない｡つまり､出版物などははじめから除外されて

いるのである｡また､知る自由も､憲法上の表現の

自由に付随するものであって､図書館が利用者を待

たせないために複本を購入する行為とは何ら関係が

ない｡

そもそも､公立図書館は､社会教育法に基づく

社会教育機関であるから､社会人に対して教育的効

果のあると思われる一定レベル以上の図書を注意深

く選定して購入する必要がある｡しかしながら､そ

のためには､社会教育の理念をつねに社会状況に照

らしながら館の運営を行っていかねばならないし､

出版情報の収集や出版物の質的吟味など､職員の

スキルも常に磨いておかねばならない｡つまり､高

い知的付加価値を生み出すための不断の努力が要求

されるのである｡一方､単に住民からのリクエスト

に応えて新刊本を購入するのであれば､知的負荷は

低い｡リクエストを断ることをしなければ､住民に

選書方針を示して説明をする機会もないため､確固

とした理念は必要がない｡しかしながら､そもそ

も､図書館が社会 ｢教育｣機関である以上､単純

ニーズ論に走る前に､教育の理念を明確にし､それ

を住民との対話の中で検証していく必要があろう｡

｢貸出し中心主義｣-｢利用者中心主義｣は､一種

の思考停止である｡その実の罪は､民主主義を装い

ながらその実住民のさまざまな要求と直接対決する

ことを避け､そのことにより､住民との真の対話の

機会を奪っていることであろう｡ 図書館の複本問題

の背景には図書館の理念的危機がある｡精神が不在

なまま手足が動いているのであり､これはア-カイ

ヴズにおいても容易に起こりうることである｡

2 定義止の問題

2耳1 ア-カイヴズ定義は時空を超えるのか

｢ア-カイヴズ｣の定義を検討することは､｢ア-

カイヴズ｣の理念を構築する上で重要であるが､実

際にはかなり困難な作業である｡ 第-に､英語で

｢ア-カイヴズ｣､フランス語で ｢アルシーヴ｣､ ド

イツ語で ｢アルヒーフ｣､中国語で ｢樽案館｣など

といっても､各国の歴史や制度が違うので､これら

は正確には全 く同じものを指しているとは限らな

い｡たとえば､公的記録とア-カイヴズが同じ意味

を持つヨーロッパ的なア-カイヴズ概念と､歴史的

古文書の伝統を取り込もうとしたアメリカのア-カ

イヴズ概念とは､その意味する範囲が違う(14)｡カナ

ダでは､国立公文書館長を務めたJean-Pierre

Wallot(在任期間 :1985-1997)の言を借 りるなら

ば､｢歴史の偶然｣により､公的記録と私的記録を

あらゆるメディアにおいて収集するという全的ア-

カイヴズ(totalarchives)が発展した｡カナダの国

立図書館と国立博物館は､1950-60年代に国立公文

書館(thePublicArchivesofCanada)から資料を
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引き継いで成立したものである(15)｡中国語の ｢楢

案｣を一律にア-カイヴズと訳すると､本人がその

内容を決して見ることのできない人事楢案などもア

-カイヴズということになる｡公開をア-カイヴズ

の重要な原則とする論者には違和感があろう(16)｡

次に､これは言葉というもの一般に共通すること

であるが､それが指すものは時とともに変化する｡

古代ギリシアで ｢アルケイオン｣といわれていたも

のが ｢ア-カイヴズ｣の語源であるとはよく指摘さ

れることだが､語源と語義は一応区別しておかねば

ならない｡古代ギリシア人の ｢ア-カイヴズ｣概念

は､現代人のそれとは違っていたかもしれない｡古

典期アテネの ｢公的記録とア-カイヴズ｣について

著したJamesP.Sickingerは､そのような問題をよ

く承知していて､自著の冒頭でわざわざつぎのよう

に断っている(17)0

現代のいくつかの定義によれば､文書や記録

は､もはや現周ではなくなり､しかも長期的､

恒久的な価値を有すると判断されてはじめてア

-カイヴズ資料として適格であるということに

なる(becomearchival)-現代の文書や記録の

すべてがそのような恒久的価値を持っているわ

けではないので､すべての文書や記録がア-カ

イヴズ資料として認められるわけではない､

と｡この定義に従えば､アテネ人や他の古代民

族が､現用と非現用の記録の区別をしていた

かどうかが明らかではない以上､古代のア-カ

イヴズについて云々するのは､時代錯誤という

ことになるのかもしれない｡

しかしそれではせっかくの著書も無意味になって

しまうので､Sickingerは次のように続けることで､

想定上の批判に反論をした｡

-ア-カイヴズ用語は完全に普遍的とはいえ

ないし､そもそもア-カイヴズ(という語)は､

より広 く､公務員や公的機関が作成あるいは

収受した時点における文書や記録に対して､た

とえそれらが現用であったとしても､適用でき

るのである｡拙論において､ア-カイヴズとい

う用語は､こちらの､より広い方の意味におい

て用いられるであろう｡

確かにSickingerのいうとおりで､ア-カイヴズ

入門書を編んだBradsherなども､｢『歴史』につい

て､いかなる時代においても全ての歴史家に受け入

れられたいかなる唯一の定義も存在しなかったよう

に､すべてのア-キヴイストを満足させ､あるいは

すべてのア-カイヴズ機関に奉仕するいかなる唯一

のア-カイヴズ定義も存在しない｣と述べ､記録と

ア-カイヴズに区別をつけないフランスの例を､所

定の手続きを踏んだ上で記録がア-カイヴズと認め

られる米連邦政府のそれと対照している(18)｡どう

やら､われわれは､ア-カイヴズを論じるにあたっ

て､その定義を自明のこととして議論に入るかわり

に､｢自分がこれから論じる 『ア-カイヴズ』は､

これこれしかじかという意味範囲において有効であ

る｣などと､断り書きをしなければならない現状に

あるようだ｡大潰徹也氏(註(16)参照)の言葉を借

りれば､｢それぞれの国のアーカイブズというもの

には､それぞれの国の歴史が凝縮されている｣とい

うことになる(19)のだが､さらにそれぞれの国の中

でもア-カイヴズのあり方をめぐって論争があった

りする(20)｡だが､本稿の趣旨からすると､｢それぞ

れで勝手にア-カイヴズ定義をするべし｣というあ

きらめの結論を出すわけにもゆかぬ｡ア-カイヴズ

の普遍理念､あるいはコア(棉)となる何ものかを提

示しなければならないのだ｡

2.2 いくつかの定義を盤上に載せる

Bradsherのいうように､斉-的なア-カイヴズ

定義が存在しないのであれば､例えば､ア-カイヴ

ズの国際機関であるICA(国際公文書館会議)は､ど

のようなア-カイヴズ定義をもってさまざまな国々

の多様な人々の数多のア-カイヴズ理解と調和させ

ているのであろうか｡見てみることにしよう｡ICA

のア-カイヴズ用語集1984年版は次のように
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`̀archives"を定義する｡

(1)その作成(creation)に責任を有する者叉は

その後継者が自ら使用するため､叉はそのアー

カイブズとしての価値のために(2)の意味のアー

カイブズによって､選別されて又は選別されな

いまま､保護 ･保有されている非現用(non-

current)の記録 (records) (2Xl)の意味のアー

カイブズの取得 (acquisition)､保護 ･保存

(preservation)及び伝達(communication)に対

して責任を有する機関(institution) (3)(1)の意

味のアーカイブズが保護 ･保存(preserve)さ

れておりかつ参照のためにそれを利庸できる建

物叉は建物の一部｣(小林蒼海訳｡｢ア-カイ

ヴズ｣ではなく､｢アーカイブズ｣となってい

るのは､原文の表記に従ったため)(21)0

じつにわかりにくい定義である｡ただ､この定義

がわかりにくいのは､翻訳のせいであるというより

も､むしろ定義自体が抱える構造的問題のせいであ

ろう(ちなみに原文は註に示してある)｡つまり､定

義(1)は志義(2)に依存しており､定義(2)は志義(1)に

依存している｡さらに注意深く見ると､(1)の定義の

中に ｢アーカイブズとしての価値｣という､いまま

さに定義しようとしている語そのものが顔を出して

いることがわかる｡ Bradsherは ｢唯一の定義が存

在しない｣といったが､ICAの ｢定義｣は､定義と

呼んでよいものかどうかさえ心許ない｡

ICA定義よりさらに同義反復性の強い例が､全国

歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史科協)の機

関紙 『記録と史料』(年刊)の表紙見開きに毎号掲

載されている一文である｡これも引用してみよう｡

｢記録 (レコーズ)｣とは､昔の木簡､古文

書､金石文､絵図面から､今の公文書や私文

書､マイクロフィルム､録音テープ､光ディス

クまで､時代を問わず､およそ人間が記録して

きたあらゆる情報を指しています｡

｢史料(アーカイブズ)｣とは､記録(レコー

ズ)のうち､歴史的 ｡文化的な価値のゆえに､

史料として永久に保存されるもの､あるいは保

存すべきものを意味します｡正確には ｢記録史

料｣というべきですが､語呂の関係で単に史料

としました｡

この定義とICA定義との大きな違いは､ICAが､

記録の作成者(あるいは後継者)をア-カイヴズ資料

生成の主体として条件付けているのに対し､その条

件を取り去った点にある｡結果､｢歴史的 ｡文化的

な価値のゆえに､史料として永久に保存されるも

の､あるいは保存すべきもの｣というもうひとつの

条件が相対的に重要性を増している｡さらにICA定

義が ｢アーカイブズ的価値｣というトートロジカル

な表現で明確化を避けていた部分において､｢歴史

的 ｡文化的な価値｣こそがそれであると明記してい

る｡ここにおいて､この定義は､ICA定義の同義反

復性を免れたように見えるが､じつはそうではな

い｡続く ｢史拳は して｣の部分において､やはり定

義すべき語が姿を硯しているのだ｡一見､この間題

は､｢史料として｣の部分を定義から取り除けば解

決するように見える｡ つまり､｢『史料(アーカイブ

ズ)』とは､記録(レコーズ)のうち､歴史的 ｡文化

的な価値のゆえに永久に保存されるもの､あるいは

保存すべきものを意味します｡｣とするのである｡

ところが､こうすると､また別の重大な問題が起こ

ってくる｡

ひとつには､｢歴史的 ･文化的な価値｣を誰がど

のように判断するのか､ということである｡価億の

問題は､公文書館界において評価 ｡選別上のアポ

リア(難題)としていまだ解決を見ていない｡さら

に､ICA定義では､定義間に相互依存性がある､と

いう問題を抱えていたにせよ､ア-カイヴズ資料と

ア-カイヴズ機関(事業)の二つがア-カイヴズ成立

の要件となっていた｡全史科協の機関誌における定

義では､要件のうちの一つであるア-カイヴズ機関

が定義に登場せず､資料としてのア-カイヴズが独

自に存在することになる｡仮に､価値の問題力預琴決

したとするならば､｢歴史的 ｡文化的価値｣のある
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資料は図書館や博物館をはじめ､さまざまな公的組

織､私的組織､個人の家などに見出されることにな

るのであろう｡ そうなると恐らく､機関としてのア

-カイヴズを図書館や博物館､その他の組織や個人

と区別することはできなくなる｡実際には､それら

の資料をア-カイヴズと呼んで他の ｢記録｣から区

別する必然性は全くなく､むしろ ｢歴史的に価値あ

る資料｣､｢文化的に価値のある資料｣､あるいは短

く ｢歴史資料｣｢文化資料｣と呼ぶほうが常識に沿

っている｡しかしながら､これは機関としての ｢ア

-カイヴズ｣の独自性にはつながらない定義には違

いない｡それを避けるために ｢史料(アーカイブズ)

として｣(22)という文言を挿入しようとすれば､また

同義反復に陥ってしまう｡｢男性｣を定義するのに､

｢人類のうち､男性的な諸特徴により男性であると

認められるもの｣というようなものである｡｢永久

に保存されるもの｣､あるいは ｢永久の保存すべき｣､

という文言によって図書館資料や博物館資料､その

他の歴史資料 ･文化資料からア-カイヴズというカ

テゴリを区別しようとしても､問題は解決しないだ

ろう｡ 永久保存がどだい無理だから､という理由か

らではなく､｢歴史的 ･文化的価値があって､永久

保存すべきもの｣という集合をAとした場合､非A

にあたる ｢歴史的 ･文化的価値があって､永久保存

すべきでないもの｣という集合が､実際問題として

は無意味だからである(23)｡

2.3 規範主義か慣用主義か

さて､自らのア-カイヴズ理念を求め､ア-カイ

ヴズの定義を検討するわれわれが､ここで取るべき

態度は大きくふたつあるように思われる｡ ひとつ

は､現在流布しているア-カイヴズの用法を調べ､

その用法をできる限りにおいて全て網羅するような

定義を考えることである｡たぶん､いくつもの定義

を列挙するという形になるだろうが､少なくともそ

のうちのどれかがそれぞれのア-キヴイストのア-

カイヴズ像を満足させるはずだ｡もうひとつは､諸

-3()-

用法をむしろできるだけふるいにかけ､歴史的な用

例にも照らした上で､特に新奇な用法については注

意深くこれを排除し､残った中から普遍(不変)を抽

出するよう努めてみることである｡その結果､定義

はより狭くなり､不満を持つ者も出ようが､これに

よりア-カイヴズの他の領域からの独自性は際立

つ｡ 議論の健のために､前者を慣用(用法)主義､

後者を規範主義と呼ぶことにする｡

常に変化してやまない ｢言語｣の性質からする

と､慣用主義を採用するほうが理にかなっているよ

うに思われる｡そもそも辞書に載っているひとつひ

とつのコトバの定義は､そのコトバの用法を調べ上

げて帰納したものではないのか｡規範主義はそのこ

とを忘れ､過去のある時点で辞書などに固定された

用法を絶対として押し付けようとするものに見え

る｡用法が変化したのなら､その語の意味が変化し

たということなのであって､それを認めないのは､

いたずらに言語の持つダイナミズムを押さえつけ､

有職故実に通じた ｢知識人｣の特権意識や懐古趣

味を増長させるものではないのか｡そのような立論

も可能かもしれない｡いいかえれば､慣用主義が､

多数の民意に従い､古めかしい定義をつねに更新し

ているという意味で民主主義的 ･進歩主義的なら

ば､規範主義はその道で､反民主的 ･反進歩的で

あり､権威主義的であり､つまりは因循姑息であ

る､というわけである｡

しかしながら､筆者は普段において決して規範主

義的な人間ではないが､ことア-カイヴズ定義の問

題については､慣用主義を採るのは難しいと考えて

いる｡ その理由のひとつは､近年の ｢ア-カイヴ

ズ｣という語の用法の多様さにある｡

williamMaherは､1997年にアメリカア-キヴイ

スト協会会長に就任する際､つぎのように述べてい

る｡日く､15年前に比べて､"archives"の綴 りと

発音を説明しなければならない場面はずいぶん減っ

た｡しかしながら､誤用は着実に増え続けており､

もはやわれわれの手には負えなくなった｡コンビュ
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一夕の専門家､ライブラリアン､広告のコピーライ

ター､学者､新聞､そして電子メディアがこの用語

を分捕って､ありとあらゆる形の情報収集を､実際

には明らかに間違っているものでもア-カイヴズと

呼ぶ- (24)｡

最近日本でも､｢アーカイブ｣｢ア-カイヴズ｣と

いう言葉が日常的に用いられるようになってきた｡

国立国語研究所が､外来語の言い換え提案(第 2

回)の中に ｢アーカイブ｣を含めているのは､その

証左といえるだろう｡ ほとんど使われることのない

言葉ならば､そもそも言い換え語リストに載ること

もないからだ｡同研究所が行った ｢『外来語』理解

率調査｣(25)によると､｢アーカイブ｣の理解度は8.0

パーセントである｡たとえば ｢ジェンダー｣の10.0

パーセント､｢アウトソーシング｣の14.2パーセン

トなどには及ばないが､｢アカウンタビリティ｣の

4.4パーセント､｢メディア･リテラシー｣5.3パーセ

ントなどよりはずっと上である｡ ｢オンデマンド｣

(7.2パーセント)や ｢スカラーシップ｣(8.9パーセン

ト)あたりと同レベルの理解度にあるといいてよい

だろう(26)｡もっとも､｢言葉の意味がわかる｣と答

えた人の比率を理解率としているので､実際にはど

のような内容の ｢アーカイブ(ズ)｣理解がされてい

るのかはわからない｡ちなみに､｢デジタル ･アー

カイブ｣の理解率(9.0パーセント)が､｢アーカイ

ブ｣の理解率を1.0パーセント上回っているところ

を見ると､こちらの意味からの類推が行われた可能

性もある｡ともあれ､文化財のデジタル画像をイン

ターネット上で公開したものをアーカイブと呼ぶこ

とは､先に紹介したMaherの嘆きに拍車をかける

現象であるといえよう｡

Maherを困惑させたような ｢濫用｣を体感した

ければ､インターネットで､｢アーカイブ(ヴ)｣､

｢アーカイブ(ヴ)ズ｣､"archive(S)"などを検索し

てみるとよい｡それこそ無数のページに行き当たる

が､そのほとんどは､個人のホームページであり､

そのページの過去のログを単に蓄積したものを ｢ア

-カイブ(ヴ)｣と称している例である｡また､試み

に､｢アーカイブ(ヴ)｣というタイトルのどのよう

な出版物が出ているか､大手のオンライン書店など

で調べてみるとよい｡ア-カイヴズについての専門

的な書籍ももちろん検索結果として出てくるが､単

に過去の言説を収録したものを ｢アーカイブ｣と称

しているものも多い(27)｡

そのうちに､アンソロジーや全集なども ｢アーカ

イブ(ズ)｣の名称で出版されるのではないか､と思

う｡ たとえば､『夏目軟石アーカイブズ』などとい

うふうに｡また､テキストばかりでなく､音楽の分

野でもこの傾向は確実に広がっている(28)｡このま

まいけば､やがていわゆる ｢懐メロ｣といわれるジ

ャンルは､｢アーカイブ｣という呼称で置き換えら

れるかもしれないと思われるほどだ｡｢アーカイブ

(ズ)｣用例の拡大は､映像の分野についてもいえ

る｡特に､｢NHKアーカイブス｣の存在は､映像に

限らず､これだけ一般に ｢アーカイブ(ズ)｣という

言葉が知られるようになった要因としてたいへんに

大きいと思う｡ しかしながら､その命名については

疑問がある｡｢NHK映像ライブラリー｣､｢NHK映

像コレクション｣などという名称(一昔前なら､そ

のように名づけたのではないだろうか)であれば､

受け取る側はほとんど間違いなく､現にそれが果た

している機能を思い浮かべるであろうが､｢アーカ

イブス｣はどうであろうか｡ア-カイヴズについて

ある程度知識のある人問が､NHKアーカイブスに

ついての予備知識を持ち合わせていない場合､そこ

にはその組織の記録が保管されていることを期待す

るだろうが､それがメディアに特化したものだとは

思いつかないのではないだろうか(29)｡

2A 言葉に支えられる同一性(アイデンティテ

ィ)の幻想

ところで､前章において "archives"という語に

定訳がないことに触れたが､"archives"をうまく

表現する日本語の訳語を探そうと試みる場合､じつ
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はその深層においてあたかも "archives''という語

が何らかの同一性を保証しているかのような措定が

なされているのである｡しかし､それを厳密に追究

すれば陸しくなってくることは､本稿のこれまでの

議論でも多少示されたのではないかと思う｡ ここで

一般論として､言葉と同一性(アイデンティティ)の

問題に少し触れておきたい｡迂遠に見えるが､その

ほうがこの間題のより広い理解に役立つと考えるか

らだ(30)｡

われわれ人間は､この世の事物 ｡現象に名をつ

け､それによって世界を理解している｡事物や現象

それ自体は､必ずしも連続体というわけではなく､

それをネーミングすることはすなわち､人間の前に

投げ出された世界の全体性を切 り分ける(つまり､

分節する-articulate)ことにはかならない｡分節さ

れた事物 ｡現象は､シニフイアン(表す音)とシニフ

イエ(概念)において同一性を措定されることにな

る｡しかしながら､言語によって分節の仕方が違う

ことでわかるように､言葉の表す同一性に必然性や

根拠はない(31)｡また､事物や現象は時間を学んで

変転極まりないものであるから､シニフイエ(概念)

は実質そのものではなく､事物や現象から時間を捨

象した不変の何物かである､ということになる｡す

なわち､不変の同一性は､言葉によって担われてい

るのであって､これを実質であるかのように見なす

ことは錯誤にすぎない｡だが､いったんその錯誤を

おかしてしまうと､ある同一の一般名詞で言い表さ

れていることどもを無条件に同一性を持つものと見

なしてしまいかねない｡もちろん､筆者は､一般名

詞の指し示す実在に､明示できる何らかの共通性が

あるということ自体に異議を唱えるものではない｡

だが､ア-カイヴズに関して､前節で示したような

状況がある以上､われわれが対象とすべきア-カイ

ヴズ概念について､帰納的アプローチを取ることは

厳に慎まなくてほならないと考える｡ それはなぜ

か｡説明しよう｡

｢ア-カイヴズ｣とは何か､を検討するとき､わ

れわれは特定の機関のことを念頭においてそうする

のではなく､類としてのア-カイヴズ､つまり個々

のもの(個物)ではない､グループとしてのア-カイ

ヴズを対象としている｡ア-カイヴズ一般について

議論するのにたとえば沖縄県公文書館などといった

特定の事例をえんえんと論じても仕方がない｡ア-

カイヴズという類型を問題にしなくてほならないの

である｡ところで､この類型にあてはまらないア-

カイヴズ事例が出てきたとしよう｡ たとえば､前節

で論じたような事例… 個人のホームページの過去

ログをア-カイヴズと称する例- に行き当たった

とき､帰納的アプローチを採るのであれば､これを

ア-カイヴズの定義に反映させ､定義の範囲を広げ

ることになる(32)｡しかしながら､実務的な観点だ

けにしぼって考えてみても､ア-カイヴズの意味が

広がるたびにア-カイヴズ組織がそれに対応するわ

けにはいかない｡対応すべきは､ア-カイヴズ ｢名

乗り勝手｣の状況から､いかにア-カイヴズの範囲

を確定し続けるか､という点である｡ところが､も

うひとつ問題を複雑にするのは､それでは､ア-カ

イヴズの範囲を確定するにはどこに線を引けばよい

のか､という基準､すなわち規範の問題である｡あ

る種のア-カイヴズ用例を ｢濫周｣と感じるために

は､どこかに規範的類型があるはずだが､それはど

のようにして獲得されるのか｡そしてどのようなも

のなのか｡これが本稿の大きなテーマである(33)｡

｢ア-カイヴズ｣という語は､そういう意味で注意

深い検討が必要なのである｡ただし､筆者の結論は

単純で､組織記録こそア-カイヴズの源泉であり､

ア-カイヴズそのものでもある､ということになる

が､それを示す道のりはそれほど単純にはいかな

い｡読者にはもう少しおつきあい願いたい｡次の章

では､いよいよア-カイヴズの普遍理念をさぐる｡

3 ア-カイヴズ理念の攻防

38巧 Sche"enberg対Jer洩毒門SOm

ア-カイヴズ学における二人の泰斗､アメリカの
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Schellenberg(TheodoreR.Schellenberg,1903-

1970)とイギリスのJenkinson(SirHilaryJenkinson,

1882-1961)は､ア-カイヴズ理念をめぐって鋭 く

対立していた(34)｡Jenkinsonは､イギリスア-キヴ

イス ト協会機関誌に掲載した書評で､当時出版さ

れたばかりの､いまとなってはあまりにも有名な

Schellenbergの著書 『現代公文書館 :原則と技術』

(Modez･nATChl'ves:Pn'ncl'plesandTechnl'ques:

Melbourne,1956)を手厳しく批判した(35)｡

Hilary卿の論難の原因は､Schellenbergが著書の

中で､｢モダンア-カイヴズ(現代公文書館)｣の名

のもとに提起 したア-カイヴズ定義にあった｡

Schellenbergは著書で次のように述べていた｡

ここまで見てきたように､さまざまな国のア

-キヴイストが､｢ア-カイヴズ｣という用語

に異なる定義を与えてきた｡-イギリスのア-

キヴイスりenkinsonも同様に､自分が関心を

持つ､昔の公記録(ancientpublicrecords)に

引き付けてア-カイヴズを定義し､特にそのよ

うな記録にあてはまる取り扱い上の原則を発展

させたのだ(36)｡

｢ア-カイヴズ｣の最終的 ･究極的定義がない以

上､それぞれの国の､個別の必要性に応じて定義を

変更すればよい､とSchellenbergはいう｡ 定義は､

それぞれの政府の生み出す資料をア-キヴイストた

ちが効果的に扱えるようなものがよい｡中世資料に

基づいた定義は､現代記録を扱うア-キヴイストに

は合わないし､逆も真なりである｡現代ア-キヴイ

ストは､自分自身の必要性に応じてア-カイヴズを

再定義すればよい(37)｡

そしてSchellenberg自身はア-カイヴズをこう定

義してみせた｡

あらゆる公的､私的機関の記録で､参照や

調査研究のために永久保存するべき価値がある

と判断されたものであり､ア-カイヴズ機関に

おいて保管されているか､あるいは保管される

べく選別されたものである(38)｡

Schellenbergは､記録(record)とア-カイヴズの

違いについて､前者は行政的な理由により作成さ

れ､保存されているものであるが､後者であるため

には､前者がさらに文化的な理由から選ばれて保存

されることが必要だとした｡つまり､記録の作成者

にとっての価値ばかりではなく､非作成者にとって

の価値が必要だというのである(39)｡

『現代公文書館』においてSchellenbergが行っ

た､以上のような概念再定義 (操作)について

Jenkinsonはつぎのように反発した｡

率直にいってこの定義の窓意的な性質には

-･強く反対である｡アメリカでもヨーロッパで

も､定義というものは通常､あたかも内側から

流れ出るようなものであったし､(ア-カイヴ

ズの)定義は､行政において用いられている文

書の性質の分析に単純に拠ってきたのである｡

だからこそ､これらの定義をすべての範噂のア

-カイヴズに適用することには何ら困難がなか

ったのである(40)｡

もちろん､文書が､ある早い段階で選別されるも

のであることは､Jenkinsonも認めている｡行政的

な理由で､ある文書はくず寵-行くし､あるものは

ファイルに閉じられて保管される｡しかしながら､

作成者以外の者にとっての価値､という視点を持ち

込むと､廃棄のための基準など不可能になる｡経験

の教えるところによると､二人の同程度に優秀な歴

史家が､廃棄と保存について､全く対立することが

よくある｡安全な廃棄基準などない､とJenkinson

はいう｡ そして､何よりも､個人の価値観が選別に

入り込むことによって､ア-カイヴズにとって重要

な証拠性や不偏性(impartiality)が失われてしまう｡

それはもはやア-カイヴズではなく､｢コレクショ

ン｣なのだ(41)｡

Jenkinsonは､さらに､従来の定義では ｢教会､

企業､協会､組合､そして個人の家さえも｣カバー

されていたのだが､Schellenbergが､選別というプ

ロセスを記録とア-カイヴズの間に挿んだことで､
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選別を経ずに保管されているそれらの記録がア-カ

イヴズから除外されることになる､と警告した｡確

かに､Jenkinsonのいうように､Schellenbergは､

上記の出処をア-カイヴズの源泉となることを認め

ていながら､著書の中では､政府のア-カイヴズ以

外には具体的な筆を及ぼしていないのである(42)｡

しかしながら､Jenkinsonの抗議にもかかわらず､

Schellenbergの再定義したア-カイヴズ概念は､そ

の後半世紀にわたってアメリカのア-カイヴズ界に

絶大な影響を与えることになる(43)｡ア-キヴイス

トたちが､ア-カイヴズの評価選別というアポリア

について ときにひ ど く悩 まされ なが らも､

Schellenbergの唱導したア-カイヴズの文化的役割

や歴吏-の貢献について疑わず､彼の提唱する

informationalvalue(情報価値)をいかに判定して選

別をすればよいか､について思いをめぐらしている

うちに､ア-カイヴズ資料と歴史資料との区別は限

りなくぼやけていったのだった｡

3｡2 理念家L毒veはorl登場

カナダのTrevorLiveltonが著した 『ア-カイヴ

ズ理論､記録､及び公共』 (Archl'valTheory,

Records,andthePubll'C)(44)は､ア-カイヴズ理念

について検討する際の基本的文献であるといってよ

い｡彼はこの著の中で､記録(records)とア-カイ

ヴズの定義を綿密に検討しているので､これに拠り

つつ､議論をすすめたい｡

まずは､Schellenbergの ｢記録｣定義を見てみ

よう｡

物理的形態や特徴に関わりなく､あらゆる

公的あるいは私的機関が､法的義務を遂行し､

あるいはその本来業務を行う関係上作成あるい

は収受し､その機関の機能､政策､決定､手

続き､運営その他活動の証拠として､あるいは

それらに含まれるデータの情報価値により､そ

の機関または正当なる後継機関によって保存さ

れ､あるいは保存指定されたすべての本､紙資
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料､地図､写真､あるいは他の文書資料(45)｡

こんどは､Schellenbergの前の世代も後の世代も

含んだ論者たちのア-カイヴズ定義(｢記録｣定義

ではない)を見てみよう(46)｡

行政体あるいはその職員によって収受もしく

は作成された文書､図面､及び印刷物の総体

であるが､ただし､その行政体や職員によって

保管されることになっている場合に限る｡

(Muller,Feith,andFruin,1898)(47)

公的､私的を問わず､行政あるいは執行業

務の過程の一部分として作成され､あるいは使

用された[文書]であり､その後それらの業務に

責任のある者(たち)自身､あるいはその正当な

後継者たちにより必要な情報として保管された

もの｡ (HilaryJenkinson,1922)

機関や個人の活動により作成された文書の

秩序ある蓄積物であり､それらの機関や個人

の､政治的､法的､あるいは文化的目的の達

成のため保有されたもの｡(EugenioCasanova,

1928)

あらゆる行政組織や団体や個人の機能や活

動から自然に有機的に生じるすべての種類の文

書で-参照のために残 されているもの ｡

(MichelDuchein,1977)

さて､これらのア-カイヴズ定義は､多少の違い

はあっても､ほぼ似たような線に落ち着いている｡

ところで､驚くべきは､これらの定義が､先に見た

Schellenbergの ｢記録｣定義とほとんど等しいとい

うことである｡ Liveltonの表現を借りると､Sche虹

enbergは､｢ア-カイヴズを記録の一つの種類とす

ることで､ア-カイヴズを記録から切り離した｣と

いうことになる｡そのうえで､Schellenbergは､ア

-カイヴズの再定義を行ったのだった｡前節におい

て引用したが､比較の便宜のためにもう一度ここに

引こう｡

あらゆる公的､私的機関の記録で､参照や

調査研究のために永久保存するべき価値がある
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と判断されたものであり､ア-カイヴズ機関に

おいて保管されているか､あるいは保管される

べく選別されたものである｡

ここでSchellenbergが トートロジー(同義反復)に

陥っていることについては､今はさておくとして､

ア-カイヴズ再定義の意図がどこにあったのかを考

えてみると､やはり､ア-キヴイストのプロフェッ

ションとしての独立性､重要性を強調したいという

ことだったのだろう｡ 行政的観点からではなく､歴

史的､文化的な観点から行う評価選別(つまりは二

次的価値の確定)を際立たせるという彼のスキーム

からすると､記録とア-カイヴズが同義であるよう

な､伝統的なア-カイヴズ概念は邪魔になる｡記録

はア-カイヴズへと変容をとげなければならず､そ

のためにはア-キヴイストが必要である､という理

論構成なのだ(48)｡

果たしてこの溝は埋まらないのか｡ア-カイヴズ

の普遍概念について､最低限の合意ラインを引くこ

とはできないのだろうか｡これについて､次節で検

討する｡そしてそれが筆者が本稿においてたてたア

-カイヴズ理念についての問いに対する回答であ

る｡

3.3 ア-カイヴズの基本理念

ここでもういちど､諸家の ｢ア-カイヴズ｣定義

に戻ってみよう｡ そうすると､ここでわれわれは､

これらにおけるある共通性に気づく｡ つまり､ア-

カイヴズとは､業務活動遂行上生じた記録なのであ

る｡Schellenbergはここからさらにプロセスをひと

つ設けて､より狭くア-カイヴズを定義したが､い

ずれにしろ､ア-カイヴズの基礎は､記録にある｡

記録は､単なる文書ではない｡記録管理学会は記録

と文書の違いを次のように説明している｡

｢文書｣と ｢記録｣のもっとも大きな違いは､

文書が単なる記録化された情報であるのに対

し､記録は法的な義務の履行又は業務処理の

証拠として作成保存されるもので､記録は基本
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的に修正 ･変更をしてはならないという原則が

ある点です｡｢文書｣≧ ｢記録｣の関係があり､

一般 的 な文書 の内､記録管理 シス テム

(RecordkeepingSystem)に組込まれたものの

みが記録です(49)｡

前出のLiveltonも､文書が記録となるためには､

保存管理される必要があると指摘 している(50)｡ア

-カイヴズの普遍理念についての合意に至る道を照

らすひとすじの光明がここにある｡伝統的な(ヨー

ロッパ的な)ア-カイヴズ概念に反旗を翻 した

Schellenbergも､Jenkinsonその他の理念家も､究

極のところでは一致している｡つまり､ア-カイヴ

ズとは記録､あるいは(Schellenberg説を採るなら

ば)その-カテゴリーであり､ア-カイヴズ管理は

記録管理の別の謂なのである｡それでは､第2章第

1節 ｢ア-カイヴズ定義は時空を超えるのか｣で触

れた､古代ギリシアの記録はア-カイヴズなのであ

ろうか ? 『古典期アテネの公的記録とア-カイヴ

ズ』の著者､Sickingerが気にしていたように､評

価選別を経ねばア-カイヴズではない､というこの

半世紀の間にアメリカで影響力を持ち続けた考え方

を基準にすると､古代アテネにはア-カイヴズがあ

ったかどうかは怪しくなる｡そうではなく､伝統的

な ｢ア-カイヴズ-記録｣的な枠組みを崩さずに､

古代ギリシア､さらにさかのぼってエジプト､メソ

ポタミアなどの古代文明を振 り返れば､そこにア-

カイヴズを兄いだすのは容易なことだ｡文明は記録

管理を基礎に成立､発展するものだからだ(51)｡こ

のように､Schellenbergのせばめた枠をもとどおり

に広げると､ア-カイヴズ定義は時空を超える｡ 古

代文明の残 した記録は､その作成保存が組織的に

行われていたことが確認できれば､ア-カイヴズな

のである｡現代中国の人事楢案も､同様にやはりア

-カイヴズである｡記録管理によって残された日本

の戦前の行政文書なども皆ア-カイヴズである｡ア

-カイヴズの役割について､それが一義的に歴史に

奉仕すべきものであるかどうか､それとも行政的な
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役割を強調するのか､議論がわかれるところだが､

少なくとも､Schellenbergも含めて､論者たちは､

それがその組織の記録管理を源泉としたものであ

る､という点で一致している｡ ア-カイヴズ理念

は､その役割 ･使命といった目的理念の前に､まず

はその出自･来歴において規定される概念であると

いうことだ(52)｡

4 われわれのア-カイヴズ

乳1 ア-カイヴズと記録管理

ア-カイヴズの普遍理念を具現する必要条件であ

る記録管理をベースにした事業を起こしたとして､

この際､注意しなければならないのは､ア-カイヴ

ズ-記録という普遍概念の定式を引き合いに出し､

現在ある文書管理体制をもってこと足れり､とする

議論が恐らく出てくるだろうことである｡しかしな

がら､厳密には､文書管理と記録管理は異なる概念

である(53)｡記録管理は､｢証拠性と長期の歴史的保

存性をも視野に入れ｣(54)ており､そこが､大学行政

においても､地方公共団体や国の機関にしても､ま

た､私企業においても欠けていた点であり､既存の

文書管理をもって即座にア-カイヴズに代替し得る

というものではない｡このことは､誤解のないよ

う､強調しておきたい｡もちろん､ア-カイヴズ-

記録という普遍概念の定式があるからといって､ア

-カイヴズが必ずしも記録管理そのものを体現しな

くともよく､たとえば現用文書は記録管理部門､非

現用文書はア-カイヴズ､という分業を行ってもよ

い｡しかしながら､いずれの構成を選択するにし

ろ､われわれのア-カイヴズは､組織の記録管理と

強力に結びつく必要がある｡少なくとも記録管理の

あり方に大きく介入できるくらいの発言権が欲し

い｡ひとつには､電子政府構想などに見られるよう

な､組織活動がデジタル化の波に覆われるこれから

の時代､現用文書と非現用文書の境界線も無意味

なものとなり､記録管理とア-カイヴズ管理が一体

化する必然性があるからだ(｢文書の移管｣はもは
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やペーパーの物理的な移動は伴わず､記録に対する

管理権が概念的に移行するだけになるだろう)(55)｡

もうひとつは､デジタル記録の永続性を保障するた

めには､フォーマット管理など､文書の作成以前か

ら対策を講じなくてはならず､それを行うべきは､

記録の永続性を第一義的にケアすべきア-カイヴズ

の役割であり､記録管理ばかりではなく､文書管理

システム全体をデザインするくらいの権限と権威が

必要なのだ｡

礼2 ア-カイヴズと文書館 (もんじょかん)

本論の冒頭で､大学ア-カイヴズの理念上の課題

として取り上げた二つの問題､ア-カイヴズにおけ

る ｢古文書｣の位置付けの問題､およびア-カイヴ

ズと歴史研究や編纂との適切な関係について考察し

よう｡ これは､大学ア-カイヴズの課題であると同

時に日本のア-カイヴズ全体の課題でもあるので､

大学に限らず､より一般的､普遍的な問題として議

論を進めたい｡まずは､｢古文書｣の問題から検討

してみよう｡古文書といっても､字義は単に ｢古い

文書｣というにすぎないので､時間軸上における

｢古さ｣の基準(たとえば､明治以前の資料を古文書

と呼ぶなど)､あるいは文書の機能上の基準(現用で

なくなった文書を古文書と称するなど)についての､

一定の共通理解がないことには､なかなか議論が難

しい面がある｡しかしながら､ア-カイヴズと古文

書の関係が議論される場合というのは､たいていア

-カイヴズは私文書を収集する機関であるのかどう

か､という点に問題が収赦されるので､ここではア

-カイヴズと私文書の問題に置き換えて論じること

にしよう(56)｡

じつは､ア-カイヴズ資料に私文書が含まれてい

ても､何らおかしなことはない｡ア-カイヴズの普

遍概念が拠るところの ｢記録｣は､組織がその業務

活動上､作成し保有された文書のみならず､収受し

て保存された文書も含んでいる｡その出自が私文書

であろうと､いったんその組織の記録管理システム
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に組みこまれてしまえば､それはア-カイヴズの源

泉となるのである｡都道府県のア-カイヴズには､

たとえば陳情書などの私的出自のものが含まれてい

るし､大学であれば､学長宛ての手紙などはその一

例であろう｡ 他にもたくさんあるはずであるが､要

するにア-カイヴズは記録であればよいし､記録で

なければならない｡決して文書の生まれの公/私が

その分･水嶺になるものではない｡また､｢古文書｣

に話を戻すと､歴史の長いア-カイヴズ機関であれ

ば当然のことながら古い文書-古文書があるはずで

ある｡ただし､それは､同時に古 ｢記録｣(エアー

カイヴズ)でなければならない｡古記録は､古文書

には遠いないが､古文書イコール古記録ではないこ

とに注意したい｡Jenkinsonは､｢古文書のまわりを

のんびりうろついていた｣などと窓口をいわれたり

するが(註(43)参照)､この場合の古文書はancient

records､つまり古記録(-古ア-カイヴズ)のこと

をいっているので､決して古い文書全体を指してい

るわけではない｡だからこそ､Jenkinsonは､ア-

カイヴズ資料の要件として､"unbrokencustody"

(途切れ無き保管)を強調した(57)｡また､｢歴史古文

書的伝統｣(historicalmanuscriptstradition)と

｢公ア-カイヴズ的伝統｣(publicarchivestrad上

Lion)を統合しようとした､と許されるSchellenberg

(註(14)参照)にしても､公的出自の記録は､ア-

カイヴズ機関で保管され､私的手稿(manuscripts､

日本語のモンジョ､という語感に近いものがある)

は､マニュスクリプト｡コレクション､あるいはマ

ニュスクリプト｡グループとしてマニュスクリプ

ト レポジットリー(manuscriptrepository､手稿

鰭)によって収集されるのだ､と言っている(58)｡

対象とする資料を､記録という枠組みではなく､

たとえば文書､というふうに広 く取る機関であれ

ば､その理念はもはやア-カイヴズのそれではカバ

ーできない｡そのため､マニュスクリプト｡レポジ

ツトリー､あるいは文書館(もんじょかん)といっ

た､別の理念が必要である(59)｡もしも､その機関

が､地域性を強調したいのであれば､図書館法でい

う ｢郷土資料｣の概念に近 くなるし､入館料を課

し､かつ実物資料の展示に力を入れるのであれば､

博物館法の傘下に入る方が運営上何かと都合がよ

かろう｡ 国の法律の後ろ盾も得､また理念的にも強

化される｡あるいは､｢歴史｣を前面に出し､歴史

研究なども堅実に行いたいのであれば､｢歴史資料

館｣を名乗ると周囲にもその機関の理念がわかりや

すい｡｢文書｣に特化した資料館を設立したいので

あれば､｢文書館｣というネーミングもあり得るだ

ろう｡ ともかく､いずれのケースであれ､無理して

｢ア-カイヴズ｣を名乗る必要はない｡それよりも､

明確な組織理念を確立し､財源､人材を求めて､

事業の必要性を財政当局､あるいは広 く社会一般

にアピールし､さらには組織を発展させていく戦略

や社会性を育てることの方が重要であり､それはア

-カイヴズを名乗る､名乗らない､ということとは

無関係である｡

乳3 歴史研究とア-カイヴズ

ア-カイヴズと歴史研究､あるいは歴史編纂との

適切な関係とはどのようなものであろうか｡歴史編

纂､とくに年史の編纂に携わる人々で､必要な資料

が失われていることを痛感させられた経験のない者

はないといってよいのではないか｡また､編纂のた

めに収集した資料の散逸を恐れない者もないであろ

う｡ しかし､それは､ア-カイヴズ設立の契機には

なったとしても､ア-カイヴズの理念そのものを供

給するわけではない｡歴史認識､あるいは歴史叙述

のための､過去の痕跡を提供するのが歴史資料だと

すると､たしかにア-カイヴズはその有力な提供元

のひとつではあろうが､唯一のものではないし､ま

してやそのために設立されるものでもない｡また､

ア-カイヴズを設立することで､組織文書が包括的

に保有される､という期待があったとしたら､現実

を前にしたとき､失望感に襲われるであろう｡ 現

在､記録の評価 ･選別､そして廃棄を行うことが､
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公文書館の重要な業務とされているからだ｡実際､

Schellenbergなどは､その後の米国立公文書館にお

ける何百万メートルにも及ぶ公文書廃棄のプロセス

に先鞭をつけたとされている(60)｡

歴史資料というカテゴリの特徴は､それが客観的

分類基準になじまないことだ｡ア-カイヴズ資料

は､その出自によって規定されるから､客観的にそ

の範囲を確定できる｡しかし､歴史資料の場合は､

それを利用する側の主観に根拠を置くので(61)､潜在

的には､すべての過去の痕跡が､歴史資料になると

いってもよいのである｡であるから､歴史叙述の目

的をもって対象にアプローチするとき､ア-カイヴ

ズ機関や図書館､博物館などに行ってリサーチをし

てもよいが､地面を掘って遺物を探すことや､人々

にインタビューをすることなども歴史資料-のアプ

ローチになるのである｡ア-カイヴズが保管する資

料など､歴史資料の大海の､ほんの一滴にすぎな

い｡ア-キヴイストがヒストリオグラフイに通じる

のは何も悪いことではないが､それは､ア-キヴイ

ストが組織規則や人事､法令に通じるべきである度

合いより大きくはなかろう｡ ア-キヴイストは､ク

ライアントとしての歴史叙述者をアシス トするが､

ア-キヴイスト自身が歴史学を背負って立つわけで

はない｡だから､歴史叙述とは肩肘を張ることなく

付き合えばよい｡少なくとも､ライブラリアンほど

の鷹揚な態度で､自らの使命に基づき､その職業的

能力を開発していくとよかろう｡

5 結論 :アーカイヴズの機能と目的理念

さて､ア-カイヴズの普遍理念を､記録管理に拠

って確立した後､問われるのは､ア-カイヴズの巨

的理念である｡自然発生的だったであろう､いにし

えのア-カイヴズと違い､まずは事業の理念を確定

しておかなくてはならない現代のわれわれにとっ

て､ア-カイヴズをどのように組織内､そして社会

において位置づけるのかという問題は重要である｡

崩壊した旧ソビエトブロック諸国のように､政府が
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抑圧的であれば､ア-カイヴズも抑圧装置のひとつ

として働く｡アメリカのように､市民が政府を監視

(モニター)することが国是となっているところで

は､逆にア-カイヴズは政府の透明性を保障する重

要なシステムとして機能することを求められる｡ア

-カイヴズ機関が､国や時代を超えて､｢記録｣と

いう普遍理念のもとに成立するにしても､それがい

かに機能するのかという問題は､じつはきわめて社

会的 ･政治的なものなのである｡果たしてわれわれ

のア-カイヴズは､何を目的理念としていくのか ?

それを考えるにあたり､留意しておかなくてほなら

ないのは､目的理念と機能(ファンクション)との区

別である｡

現実のア-カイヴズは､さまざまな機能を果た

す｡たとえば､行政や組織の活動証拠を保存する機

能､市民的権利を保障する機能､家系調査者や歴

史研究者に情報を提供する機能､集団的記憶の源

泉､など｡それらすべてが目的理念になるのではな

い｡機能には､はじめに意図しないものや主目的か

ら派生するものがあるからだ｡図書館の例で説明す

ると､図書館が､ある層の利用者に､｢無料貸し本

屋｣｢無料貸しビデオ屋｣､あるいは一種の ｢ホーム

レスシェルター｣などとして機能している事実をも

って､それを図書館の目的理念とし､多くの資源を

注入するならば､それはやがて事業を理念上の､そ

してつぎには実際上の危機に陥れることになろう｡

Jenkinsonは､ア-カイヴズが歴史研究の場として

機能する事実を認めていたが､帽子とウサギの比橡

を用いて､ア-カイヴズが歴史研究を理念とするこ

とには反対した(62)｡それは､窓意的な評価選別に

より､記録の持つ証拠性や公正性を損なう､つまり

ア-カイヴズの普遍理念を危 うくすることを

Jenkinsonが恐れたからなのである｡

諸機能には､巨的理念に沿った形で優先順位が

つけられなくてはならない｡また､あまりに具体性

を帯びた機能は､理念にふさわしくない｡それは､

組織の具体的活動､あるいは施策として､より上位
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の機能や日的理念に従わせるべきである｡つまり､

組織において､目的理念､機能(ファンクション)､

活動(アクティヴイティーズ)の順に抽象度が高 く､

図式にすると目的理念を頂点とするピラミッド型に

なる｡

ところで､大学ア-カイヴズをめぐる議論で印象

的なのは､大学ア-カイヴズ設立の理念が､大学改

革や大学の社会に対するアカウンタビリティーと結

びつけて語られていることである｡これらは､目的

理念たるにじゅうぶんな時代感覚と社会性を備え､

しかも足下に諸機能を従える抽象性を具 している｡

また､それ以上に､これらはすぐれた組織論､つま

り組織発展の戦略でもある｡そもそも､ア-カイヴ

ズ事業が､その組織の記録を対象とし､組織の興隆

や衰亡とも関係するからには､ア-カイヴズ理念論

は､またす ぐれた組織戦略論で なければならない｡

それからすると､このあたりに大学ア-カイヴズ発

展の鍵があろう｡

[註]

(1)主催者による事前配布資料 ｢第2回 『大学ア-

カイヴズに関する研究会』開催にあたって｣より

(文責 :京都大学大学文書館助教授西山伸､とあ

る)｡

(2)折田悦郎 ｢国立大学におけるアーカイブの設置

とその機能｣(『京都大学大学文書館研究紀要』

第1号､2002年)参照｡

(3)『九州大学史料の収集 ･保存について… 九州

大学史料室設置の提言』(九州大学75年史編集委

員会小委員会､1991年4月)､10頁｡この提言は､

後に寺崎昌男､別府昭郎､中野実編 『大学史をつ

くる』(来信堂､1999年)に抄録さゴ1たが､4章中

の最終章(｢本学における大学史料の収集 ･保存

のあり方について｣)のみの再掲載であり､大学ア

-カイヴズの一般的理念についての議論がなされ

ている第3章 ｢大学史料の収集 ･保存のあり方に

ついて｣(本稿の引用箇所もそこに含まれる)は採
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録されていない｡

(4)折田論文のもとになった講演会での氏の主張に

関連して､桜美林大学大学院教授 ･東京大学名誉

教授の寺崎昌男氏は賛意を表したうえで次のよう

に述べている｡｢大学ア-カイヴズ論は､沿革史編

纂始末論や歴史研究施設論ではない｡大学改革論

の一環として論じられ､実践されなければならな

い｣｡寺崎昌男 ｢こういう日がやっときた- 京都

大学大学文書館の成長を祈って- ｣『京都大学

大学文書館だより』第2号(2002年 4月)､3頁｡

ア-カイヴズの将来像が､｢沿革史始末論｣の延長

上に投影されがちなのは､地方公共団体において

もまた同様であった｡元和歌山県立文書館の龍野

直樹氏が､編纂事業から文書館への移行論に対す

る根本的な批判を行ったことがあるので参照され

たい｡龍野直樹 ｢自治体史編さん事業と文書館を

めぐる一考察｣『和歌山県立文書館紀要』第3号

(1997年 3月)｡｢沿革史始末論｣批判論に共通し

ているのは､(手資料を利用する立場(編纂)と利用

に供する立場(ア-カイヴズ)を明確に区別するこ

とで､ア-カイヴズと編纂事業とを峻別する､②

ア-カイヴズ資料は､外部からも盛んに収集する

編纂資料と遠い､基本的に自らの組織の記録であ

るとする､(彰ア-カイヴズの必要性を､たとえば

組織改革や組織のアイデンティティ論､最近では

情報公開やアカウンタビリティ論といった､歴史

研究とは一線を画したところに求め､ア-カイヴ

ズの独自性を強調する､といった点であろう(余談

ながら､地方公共団体と大学､というふうに場も

背景も異なりながら､それぞれのア-カイヴズを

めぐる議論がある種パラレルな線を描いているこ

とに筆者は感慨を覚える)｡そういう目で見ると､

1991年の時点ですでにこれらの主張を盛り込んだ

九州大学 ｢提言｣の先見性は注目してよい｡

(5)折田前掲(註(2))13頁及び西山伸 ｢京都大学大

学文書館- 設置 ･現状 ･課題- ｣(『大学ア

-カイヴズの設立と運営- 2001年度総会および

全国研究会の記録 於神奈川大学- 』全国大学

史資料協議会研究叢書第3号､2002年)､26頁参

照 ｡
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(6)国立国語研究所の森本祥子氏は､"archives"に

は現在のところ､適切な日本語訳が見当たらない､

と主張する論者の一人だが､その原因のひとつと

して ｢文書館｣という有力な訳語候補が､いまの

日本において ｢非常に多様なあり方を許容するも

のになっているため｣に理念についての問題関心

が ｢なし崩し｣にされている可能性を示唆する｡

これは､いわば受け入れ側の問題を指摘したとい

える｡｢アーカイブズシステムの構築｣(国立公文

書館 『アーカイブズ』第 9号､2002年 7月)､25

頁｡筆者は､その指摘に賛同するものであるが､

それ以上に "archives''という語を使用している

国々における理念の混乱､あるい "archives"と

いう語が獲得するに至った多義性(それを ｢濫用｣

と呼ぶかどうかは論者の立場による｡ ちなみに筆

者は ｢濫用｣と呼ぶ方の立場である)が影響してい

ると見る｡ カナダのTrevorLivelton(後述｡本稿

第 3章第 2節の ｢理念家Livelton登場｣を参照の

こと)などは､｢北アメリカのア-キヴイストたち

には､共通のア-カイヴズ理念がない｣と述べて

いる｡

(7)筆者は､法的アプローチによって公文書館理念

を明確にしようと試みたことがある｡ 拙稿 ｢公文

書館論｣(『沖縄県公文書館紀要』第 3号､2001

年)参照｡

(8) ア-カイヴズ理念をA､公文書館概念をBとし

たとき､両者の意味関係は理論的にいえば5通り

ある｡AとBが等しい場合､AがBを包含する場

合､逆にBがAを包含する場合､両者の間に何ら

意味のつながりがない場合､そして一部意味が重

なっている場合である｡

(9)印南一路 『すぐれた組織の意思決定 :組織をい

かす戦略と政策』(中央公論新社､1999年)､55

頁｡同著者の 『すぐれた意思決定 :判断と選択の

心理学』(中央公論新社､1997年)も参考になる｡

(10)平成13年7月に文部科学省が定めた ｢公立図書

館の設置及び運営上の望ましい基準｣の総則 1-

(3日~図書館サービスの計画的実施及び自己評価等｣

において､公立図書館はその社会的使命を達成す

るため､適切な ｢指標｣を選定し､それに係る

｢数値目標｣を設定したうえで､その達成に向けて

努めなければならない､とされている｡

(ll)拙稿 ｢公文書館論｣(註(6))序論｡

(12)ある年度の予算を100とすると､シーリング率が

10パーセントの場合､ 5年後の予算は100×

(0.9)5-59､約 6割に落ち込んでしまう｡10年後に

は34.8であるから､ほぼ3分の1になる｡ シーリ

ングによる予算減は､一度始まると何らかの手立

てを講じない限り急激に進む｡

(13) 公立図書館が利用者の需要が大きいタイトルを

複数冊(これを図書館では ｢複本｣と称している)～

往々にして数十冊単位で購入していることに対す

る批判で最も有名なのが､書誌学者のリンボウ先

生こと林望氏のそれであろう(｢図書館は 『無料貸

本屋』か｣『文芸春秋』2000.12)｡ これに対する図

書館側の反論もあるが(たとえば 『図書館雑誌』

2001.6の小特集 ｢図書館は出版文化をどう支える

か｣)､遺失利益の有無に対する実証的反証がない

こと､さらに遺失利益が仮にあったとしても､そ

れを凌駕するような図書館理念を提示できないこ

となどにより､筆者にはあまり説得力が感じられ

なかった｡たとえば､図書館を､｢国民の思想 ｡表

現の自由を体現するための 『知る権利』を保障す

るための機関｣と位置付けるのは､本文でも述べ

るように､あまりにも無理のある主張だ(西野一夫

｢小特集にあたって｣前掲 『図書館雑誌』411頁)｡

また､最近の報道によると､日本図書館協会の調

査による全国推計では､人気小説が大量に貸し出

されている実態が映し出されている(たとえば発行

68万部の宮部みゆき 『模倣犯 上』が37万回貸し

出され､同じく34万部の桶野夏生 『柔らかな頬』

が30万回貸し出されたという(｢『複本』問題で図

書館調査｣『琉球新報』2003.ll.1)｡ ただし､日本

ペンクラブが行った全国の公立図書館-のアンケ

ー ト(2002年2月)の結果を見ると､すべての図書

館が複本の大量購入を肯定しているわけではない

ことがわかる(http://www.japanpen.or.jp参照)｡

なお､この間題に関する最近の､著作権者の立場

からの発言として､三田誠広 『図書館-の私の提

言- 図書館の現場 』 (勃 葦 書 房 ､2003年)がある｡
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(14) 米国における用例では､個人資料 (パーソナルペ

ーパーズ)や､出処 によらない収集物 (コレクショ

ン)の類 もア-カイヴズと呼ばれることがあ り､ま

たそのような資料 を保存 しているところ(マニュス

クリプ ト･レポジットリー)を指 してア-カイヴズ

と称 した りもしてお り､歴史資料 (ヒス トリカル ･

マテリアルズ)とア-カイヴズの概念が論者によっ

ては混然 となっている観がある｡ アメリカのア-

カイヴズ理論 と実務の歴史についての著書がある

RichardC.Bernerによれば､アメリカのア-カイ

ヴズの理論 と実務 は､｢歴史古文書的伝統｣(his-

toricalmanuscriptstradition)と ｢公ア-カイヴズ

的伝統｣(publicarchivestradition- ｢公 ア-

カイヴズ｣はここではほぼ連邦政府や州政府など､

｢政府のア-カイヴズ｣ と同義で使われている)の

二つの流れの影響 を受けている｡ アメリカの公ア

-カイヴズ的伝統 は､ ようや く20世紀初頭､アラ

バマ州立ア-カイヴズの設立 を契機 としてその歴

史を開始するのであるが(米国立公文書館の設立は

さらに下 って1934年)､それは､ ヨーロッパで19

世紀 に発展 したア-カイヴズの理論や実務 に影響

を受け､それまで歴史古文書 とともに政府記録の

収集 ･整理 に適用 されていた図書館的原則か らの

独立 をはか り､歴史古文書的伝統か らの決別を成

し遂げた｡1950年代 になって､この二つの伝統 を

再統合 しようとしたのが､シェレンバーグであっ

た､ とい うのがBernerの議論であ る｡Berner,

Archl'valTheoryandPractl'cel'ntheUnl'ted

States:AHl'ston'CalAnalysl'S(SeattleandLondon:

UniversityofWashingtonPress,1983),卜7.

(15)カナダにおいて､"totalarchives"(全的ア-カ

イヴズ)という概念が生 まれ､盛んに議論 されるよ

うになったのは近年のことであるが､カナダ国立

公文書館 (1912年公式設置)はその前身 (農業省 ア

-カイヴズ部門)設立 (1872年)の当初からヨーロッ

パ的なア-カイヴズモデルは採 らず､カナダに関

す る全 ての資料 を収集対象 としたのであった｡

Jean-PierreWallot,"FreeTradeinArchival

ldeas:TheCanadianPerspectiveonNorth

AmericanArchivalDevelopment,"Amerl'can

Archl'vl'st57(Spring1994),383-387;IanE.

Wilson,"̀ANobleDream':TheOriginsofthe

PublicArchivesofCanada,"inCanadl-anArchl'val

Studl'esandtheRedl'scoverYOfPTOVenanCe,ed,

Tom Nesmith(Metuchen,N.J.andLondon:The

ScarecrowPress,Inc.,1993),61-84;Wilfred

Smith,i"TotalArchives," inCanadl'anArchl'val

Studl'es,ibid.p.141.

(16) 1980年代 はじめに朝 日新聞北京特派員 を務めた

船橋洋一氏は中国の人事樽案について､｢国民は孫

悟空のように遠 くへ逃れたつ もりでも､楢案 とい

う党の手のひらか ら一 歩 も出 られない｣と述べて

いる｡ ただ し､20年余 り前の報告であるか ら､現

在 も全 く同様であるとは限 らないが｡船橋氏 はま

た､文化大革命の闘争 において､楢 案が相手 を葬

り去 る武器 として使われる一方､すねに傷持つ者

は､機案の抹殺 をはかったことに触れている｡ 権

力闘争の武器 となった楢案は､多 くの ｢単位｣ (職

場)で盗 まれた り､焼かれた りした｡『内部(neibu)

- ある中国報告』 (朝 日文庫､1988年)95-98頁｡

同様 に､鐙屋-氏 は､中国の人事楢案が､｢個別

人身支配の道具｣として機能 していると指摘 して

いる｡ 鐙屋- ｢近代中国における国家建設 と機案

工作｣ (歴史人類学会編 『国民国家 とアーカイブ

ズ』日本図書セ ンター､1999年)､61頁｡中国の

よく整ったア-カイヴズ制度は､一見何 ともうら

やましく思えるが､そのコンテキス トを抜 きにし

て単純 に論 じられるもので もない｡つ まり､ア-

カイヴズは､それが属する社会制度の一部である

ということを忘れてはならない｡国立公文書館理

事の大演徹也氏 は､ある講演で中国の人事楢案制

度に触れ､ト ･記録の管理 というものは､国家の体

質な り､あるいはその性格､まさにそ ういう点で

言えば一国の政治文化 を代弁 している｣ と指摘 し

た｡大演徹也 ｢公文書館 の責務 と課題｣ (国立公

文書館 『アーカイブズ』第 9号､2002年 7月)､ 9

頁 ｡ これは､中国に限 らず外国の事例 を参考 に日

本のア-カイヴズ制度のあ り方 を議論す るとき､

必ず念頭 に置いておかな くてはならないことであ

ろう｡
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(17)JamesP.Sickinger,Publl'cRecordsand

Archlvesl'ntheClassl'calAthens(ChapelHilland

London:1999),5-6.

(18)JamesGregoryBradsher,"AnIntroductionto

Archives," inJamesGregoryBradshered.,

ManaglngArchl'vesandATChl'valInstl'tutl'ons

(London;1988)3.

(19)大潰前掲(註(13))､10頁｡

(20)ア-カイヴズのあり方をめぐる議論は､評価選

別論という形で行われることが多い｡ア-カイヴ

ズにおいてどういった記録を選別して保存するか､

という問題が､つきつめればそのア-カイヴズの

理念を直接表現することになるからであろう｡ 代

表的なのは､ ドイツ連邦共和国(旧西 ドイツ)の連

邦ア-カイヴズ館長を務めたHansBoomsの評価

選別論である｡ これは当時の東 ドイツのアーキビ

ス トたちとの理念闘争の産物であったが､論文自

体は後にドイツよりも北米において評判をとった

ようだ｡賃ansBooms, "Ueberlieferungsbildung:

KeeplngArchivesasaSocialandPolitical

Activity,"Archl'van'a33(Winter1991-92)参照｡

(21)原文はf(1)Non-currentrecordspreserved,with

orwithoutselection,bythoseresponsiblefor

theircreationorbytheirsuccessorsinfunction

fortheirownuseorbyanappropriatearchives

(2)becauseoftheirarchivalValue.(2)Aninstitu_

tionresponsiblefortheacquisition,preservation

andcommunicationofarchives(1) (3)Abuilding

orpartofabuildinginwhicharchives(1)arepre-

servedandmadeavailableforconsultation:also

calledarchivesarchive(S)repository;archival

depository(US).''となっている｡PeterWalneed,,

Dl'ctl'onarYOfArchl'valTez･ml'nology(Muenchen,

NewYork,London,andParis,1984).小林訳は､

小林蒼海 ｢アーカイブスについて｣(『北の丸』第

20号､1998年)4頁による｡

(22)ア-カイヴズに ｢史料｣という訳語を充てるの

は､｢歴史資料｣､あるいは ｢文献資料｣という意

味での ｢史料｣と紛らわしく､また必然性も見出

せないので､避けるのが賢明だと筆者は考える｡

たとえそれを ｢記録史料｣と言い換えたところで

紛らわしさに変わりはない｡元山口県文書館の梅

村郁夫氏は､ア-カイヴズを歴史研究に従属させ

てはならない､との立場から､『記録と史料』流の

｢ア-カイヴズ｣訳に､明確な論旨でもって異議を

唱えている｡｢高校生向けの学習用国語辞典から､

広辞苑(岩波書店)･日本国語大辞典(小学館)･国

史大辞典(吉川弘文館)の類いに至るまで､『史料』

を<歴史研究の材料となるもの>という意味合い

で説明している｡ このことから 『史料』とは､<

歴史研究の材料となるもの>という概念が日本国

民の間に定着しているものと推測される｡ こうし

た状況を考慮するならば､いくら 『史料』という

言葉に､前記のような意味を持たせても､日本国

民一般には理解され得ないであろうし､また､混

乱を招 くだけである｣｢文書館は歴史研究者だけを

対象としているのではなく､---般の国民 ･市民に

もアーカイブズが理解されるような訳語をつける

べきである｡『史料』という訳語をつけると､一般

の国民 ･市民は､文書館-史料館(歴史研究機関)

という認識を抱いてしまい､アーカイブズの理念

に基づいた文書館の運営 ･発展のためにはマイナ

スである｡『史料』という言葉だけは､決して訳語

として使用してはならない｡『史料』という言葉を

訳語として使用することは､歴史中心主義の考え

方につながり､文書館を 『歴史研究の嫁女』にし

てしまうものである｣｡梅村郁夫 ｢1990年代のアー

カイブズ理解について｣(『山口県文書館研究紀

要』第20号､1993年)､45頁､注記(3)参照｡

(23)参考 までに､アメリカアーキビス ト協会の

archives定義を引周しておく｡

1.Thedocumentscreatedorreceivedandaccu-

mulatedbyapersonororganizationinthe

courseoftheconductofaffairs,andpreserved

becauseoftheircontinuingvalue.Historically,

thetermreferredmorenarrowlytothenon-

currentrecordsofanorganizationorinstitu-

tionpreservedbecauseoftheircontinuing

value.

個人または組織により処務上(inthecourseof
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theconductofaffairs)において作成または受領

された文書で､その継続的価値のゆえに保存さ

れているもの｡ 歴史的には､この用語は､より

狭 く､組織や機関の非現用記録で､その継続的

価値のゆえに保存されるものを指していた｡

2.Thebuildingorpartofabuildingwhere

archivalmaterialsarelocated;alsoreferredto

asanarchivalrepository.

ア-カイヴズ的資料がある建物､あるいは建物

の一部｡

3.Theagencyorprogramresponsible女)rselect-

1ng,aCqulrlng,Preserving,andmakingavai1-

ablearchivalmaterials:alsoreferredtoasan

archivalagency,archivalinstitution,orarchival

prOgram.

ア-カイヴズ的資料を選別､受入､保有し､利

用に供することに責任を負う機関､あるいは事

業｡ア-カイヴズ的部局､ア-カイヴズ的機関､

ア-カイヴズ的事業､ともいう｡

A Glossary for Archl'vl'sts, Manuscrl'Pt

Curators,andRecordsManagers.(Chicago:1992)

より｡ ここでは､資料としてのア-カイヴズと､機

関としてのア-カイヴズの相互依存性は薄められ

ている｡ ただし､資料としてのア-カイヴスと､機

関としてのア-カイヴズの関係は多少不明確にな

っている｡ すなわち､文言上は､資料としてのア

-カイヴズの中には､機関としてのア-カイヴズ

に移管されず､ただ保有されているだけのものも

あるかのような印象であるが､はっきりしない｡ま

た､｢継続的価値｣という表現により､『記録と史

料』誌に見られるようなア-カイヴズ定義上の価

値の問題は緩和されている｡ただし､｢価値｣判断

の主体は不明確であり､また価値判断につきまと

うアポリアは依然残る｡

(24) william JMaher, "Archives,Archivists,and

Society," AmeI･1'canAz･clu'vl'st61(Fall1998),

252-253.

(25) 国立国語研究所の資料 (｢『外来語』理解率調

査｣)によれば､調査語は269語､調査人数は13,

590人､全国16歳以上の男女個人を母集団とし､

層化二段無作為抽出法を用いて平成14年11月から

平成15年 2月にかけて､調査員による個別面接聴

取法により調査を行った｡

(26)筆者の実感としても､公文書館建設プロジェク

トに従事しはじめた10年前であれば､道行 く人々

に ｢ア-カイヴズ｣の意味を尋ねても､99パーセ

ントの蓋然性で､生まれて一度も耳にしたことが

ないという回答しかもらえなかったと思う｡ ここ

3､4年で状況は劇的に変化した｡

(27)たとえば､人気コメディアンの過去のお笑い記

事を載せたと思われる 『爆笑問題時事少年- 流

行と事件のアーカイブ- 1999-2001』(集英社

文庫)､論文摘録集とおぼしき 『看護研究アーカイ

ブス』(医学書院､全 3巻)など｡また､『ビーエム

ダブリュ-バイクス/アーカイブス』(ネコ･パブ

リッシング)はカタログ､『情報通信アーカイブ

2002』は､情報通信分野における最近の用語集で

あり､これらはなぜ ｢アーカイブス｣というタイ

トルを付与されているのか､これが誤用であるに

しても､いかなる誤解をもって､つまり何を表す

つもりでそのようなネーミングにしたのか､よく

わからない｡

(28) たとえばアマゾン･ドット･コムで "archive"

を検索語にしてCDを調査すると､過去のヒット集

などが出てくる｡ 以前なら歌手名を付して ｢××
グレーテス ト･ヒッツ｣などというタイトルにし

ていたはずだ｡

(29) 編集され､放映された映像のコレクションを

｢アーカイブズ｣と称するのは､たとえていえば､

編集され配布された地方自治体出版物を集めて

｢○○県アーカイブズ｣と呼ぶのと似ている｡ ただ

し､この用法に必然性はない､と筆者がいくら思

ったとしても､用法は成長し､拡大し､行き渡り

つつあるのが現実で､それから目をそらすことが

できないということもまた冷厳な事実だ｡『週刊朝

日』の2003年 9月26日号の ｢四冠王目テレ10年目

の危機｣という記事には､デジタル地上波放送と

それに伴う多チャンネル時代の到来に関連して､

つぎのような ｢アーカイブ｣用例が見られる｡｢視

聴率だけを追いかけるのは､アナログ放送時代の
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ビジネスモデル｡これからは 『アーカイブ』(保存

記録)がテレビ局の経営を左右する重要な資産にな

ります｣｢-テレビ局は､時代を経ても腐らず､繰

り返し放映できる 『古典』映像をどれだけ持って

いるかが勝負になる-｣｡

(30)｢構造主義生物学｣を提唱する生物学者の池田

清彦氏は､分類学に言語学その他現代思想の知見

を導入しつつ示唆に富んだ著作を発表しており､

本稿の著者は大いに着想を得た｡以下の議論は､

氏の著書 『分類という思想』(新潮選書､1992年)

及び 『構造主義科学論の冒険』(講談社学術文庫､

1998年)に多 くを負いながら展開するものである｡

(31)たとえば､虹は日本語では7色､英語では6色

とされるが､2色の区別しかない言語もある｡ ま

た､別の例をあげると､英語ではキョウダイにつ

いて､brother/sisterという､性別による分節しか

行わないが､日本語においては､性別に加えて､

見/弟､姉/妹という長幼による対立軸も分節に

持ち込まれることはよく知られている｡ 池田清彦

『構造主義科学論の冒険』(前掲)､65-66頁参照｡

(32) カラスの例にたとえると､｢カラスは黒い｣とい

う言明は､白いカラスが-羽でも発見されれば反

証されてしまうが､帰納主義は ｢カラスは黒いか

白い｣というふうに記述を広 く書き直すことで対

応する｡ 池田清彦 『構造主義科学論の冒険』(前

掲)､31-34頁｡

(33)類型論からすれば､ア-カイヴズを名乗る非ア

-カイヴズがある一方､道にア-カイヴズを名乗

らないア-カイヴズもあることになる｡ 古代メソ

ポタミアやエジプト､古典ギリシアやローマとい

った古代史にア-カイヴズの源流を探る場合には

そのような規範類型が措定されていなければなら

ない｡また､近現代の例でいえば､イギリスの

PublicRecordOffice(最近組織再編により､古文

書委員会とあわせて国立ア-カイヴズの一部門と

なった)は､ア-カイヴズと名乗ってはいなかった

けれども誰もが認める国立ア-カイヴズであった

し､アメリカのメリーランド州 立ア-カイヴズも､

1984年の組織再編により､州政府総務部から知事

直轄 になる まで は､正 式 名 をTheHallof

Records(記録の殿堂)と称していた｡京都外国語

大学の弼永史郎氏によると､ポルトガルのコイン

ブラ大学ア-カイヴズでは､19世紀前半､二つの

文書保管所 を統合するとともに名称 も旧来の

"Cart6rio"に代わって "Arquivo"を正式に用い

るようになったとのことである｡滴永史郎 ｢大学

文書館の成立過程- コインプラ大学の場合- ｣

(『大学史をつ くる』前掲)｡ この場合､名称が

Arquivoに変わったとたんにコインブラ大学にア

-カイヴズが出現したのではなく､その名称以前

からCart6rioの名のもとに存在していたと見るの

が妥当だろう｡

(34)これはよく知られた事実であるが､日本におい

てはあまり紹介されていない｡最近､この二人の

思想的相違点について､よくまとまった論文が

出たので紹介 してお く｡ RetoTschan,`̀A

ComparisonofJenkinsonandSchellenbergon

Appraisal,"Amen'canArchl'vl'sf65 (Falland

Winter2002):176-195.愚考するにこの論文(倭

れた学生論文に与えられるPease賞を2002年度に

受賞)のメリットは､単に二人の巨人を対比したこ

とにあるのではない(それは目新 しいことではな

い)｡そうではなく､彼らの思想的遺産が､ア-カ

イヴズ資料に歴史的 ･文化的価値を見出そうとす

るシェレンバーグ理念の批判的継承者たち(たとえ

ばドキュメンテーション戦略家たちや脱保管人派

たち)と､ア-カイヴズの真正性､証拠性を重んじ

る"neo-Jenkinsonians"(新ジェンキンソン派)の対

立として､現代的な課題(たとえばデジタル化)と

密接に関連しながら今日に引き継がれていること

を､ともすれば感情を交えがちな論争の当事者と

してではなく､第三者的立場から簡明に示したこ

とにある｡ ただ し､筆致か らすると､著者の

Tschan(掲載誌には､ブリティッシュコロンビア

大学の学生で､ア-カイヴズ学修士課程 2年次､

とある)は､新ジェンキンソン派に同情的なのであ

ろう(その点は本稿の筆者も同じである)｡さて､

さきほど論争が ｢感情を交えがち｣だと述べた｡

たとえば､イタリア出身のカナダのア-キヴイス

ト､LucianaDurantiのシェレンバーグ批判(`̀The
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ConceptofAppraisalandArchivalTheory,"

Amen'canAz･chl'vl'st57(Spring1994)･.328-351)

は､FrankBoles(アメリカのア-キヴイスト､評

価選別論 についての著書がある)とMarkA.

Greene(アメリカのミネソタ州歴史協会の古文書

収集学芸員)の共著による反駁論文を生み出すこ

ととなったが､Bolesらの書き出しの一文には明ら

かに情緒的な反発が読み取れる｡｢-もしも

Durantiが正しいのならば､半世紀近い(アメリカ

の)ア-カイヴズ思想は見当遠い(irrelevant)なだ

けでなく､じっさいに 『ア-カイヴズのアカウン

タビリティ』をも裏切ることになるのだ｣｡Frank

BolesandMarkA.Greene,"EtTuSchellenberg?

ThoughtsontheDaggerofAmericanAppraisal

Theory,"Amen'canArchl'vl'st59(Summer1996):

299.

(35)SirHilaryJenkinson,"ModernArchives:Some

Reflectionson T,R.Schellenberg:Modern

ATChl'ves:Pn'ncl'plesandTechnl'ques-aReview,"

JoumaloftheSocl'etyofArchl'vl'sts,I,147-149,

1956.筆者が参照したのは後に編まれた 『ヒラリ

ー ･ジェンキンソン卿選集』である｡Selected

Wn'tl'ngsofSl'rHl'1az･yJenkl'nson(Gloucester:

AlanSuttonPublishingLimited,1980):339-342.

(36)T.R.Schellenberg,Modem Archl'ves:Pn'ncl'ples

andTechniques:Melbourne,1956,p.15.

(37)Ibid.｢中世資料に基づいた定義｣というのは､

Jenkinsonのことをあてこすっているのである｡

(38)Ibid.,16.

(39)Ibid.,14. これが有名なSchellenbergのprimary

value(作成原局にとっての価値)とsecondary

value(原局以外の部署と非政府系の利用者にとっ

ての価値)である｡Schellenbergのスキームを肯じ

えないJenkinsonのことを､Schellenbergは､どう

せあの老いぼれ化石(anoldfossil)のことだから､

と片付 けて しまった よ うだ｡Tschan,"A

ComparisonofJenkinsonandSchellenbergon

Appraisal,"176-177.

(40)Jenkinson,"ModernArchives:SomeRe且ections,"

341.

(41)Ibid.

(42)Ibid.

(43)一方､Jenkinsonについては､Schellenbergと遠

い､古文書のまわりをのんびりとぶらつくばかり

で､現代における文書量の圧倒的が曽加という問

題には鈍感であった､というイメージが語られた

りした｡もちろん､Jenkinsonも､現代文書の肥大

化の問題については頭を悩ませていたので､流布

されたイメージは､実際とは違う｡Tschan, "A

ComparisonofJenkinsonandSchellenbergon

Appraisal,''176.

(44)TrevorLivelton,Archl'ValTheory,Records,and

thePubll'C(Lanham,MDandLondon:Societyof

AmericanArchivists&ScarecrowPress,1996).こ

の著作は､1991年に著者がブリティッシュ ･コロ

ンビア大学に提出した修士論文 ｢公記録 :ア-カ

イヴズ理論の研究｣がもとになっている｡Livelton

の著作は､註(34)で触れたDurantiのSche11enberg

批判の基礎になったし､同じ註で紹介したTsch an

の論文にもかなりLiveltonの影響が見られる｡

(45)Schellenberg,Modem ATChl'ves:,16:Livelton,

ibid.,63.

(46)Livelton,ibid.,65.Liveltonの挙げるこれらの定

義は､最後のDucheinのそれを除き､もともとは

Schellenbergにより引用されているものである

(ModernAI･Chl'ves,12)｡ た だ し､ Modern

Az･chl'vesには､もう一人､ ドイツのAdolf

Brennekeの定義が引かれているのだが､なぜか

Liveltonはこれを引用していない｡Brennekeの定

義は､他の論者たちと大同小異ではあるが､念の

ためにここに引いておく｡｢法人組織であろうとそ

うでない団体であろうと､その組織の法的あるい

はビジネス活動から生まれでたペーパーや文書の

総体で､過去についての典拠や証拠のために特定

の場所に永久保存するべく意図されたもの｣｡Ibid.,

12-13.

(47)S.Muuer(1848-1922)､J.A.Feith(1858-1913)､

R.Fruin(1857-1935)は､オランダのアーキビスト｡

1898年に書かれ､1940年に英訳された 『ア-カイ

ヴズ整理と記述のためのマニュアル』(俗に "the
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DutchManual"- オランダ手本- という)の

著者として有名｡

(48)Liveltonも､Schellenbergの意図を次のように解

している｡｢-保存について､(Schellenbergの

『記録』定義と､『ア-カイヴズ』定義とでは)4つ

の大きな違いがある｡記録は保存されるだけだが､

ア-カイヴズは永久に保有される｡ 記録は暗黙裡

に保存価値を判断されるが､ア-カイヴズははっ

きりと 『価値があると判断され』る｡ 記録は証拠

と情報のために残されるが､ア-カイヴズは参照

や調査研究のために残される｡記録は作成者によ

って保管されるが､ア-カイヴズはア-カイヴズ

機関によって保存される｣｡｢これらの相違点はす

べて､ア-キヴイストを定義するのに､行政的目

的で使用された文書を主として学術使用のために

選別するプロフェッショナルとして位置付けよう

というSchellenbergの努力を反映している｣｡

Livelton,ibid.,67.ところで､記録作成者以外の価

値観点か らア-カイヴズを定義 しようとする

Schellenbergの試みを､Jenkinsonが面白いたとえ

を用いて批判しているので紹介しておく｡ ただし､

これは､初出誌から､筆者の参照した "Selected

Writings"に再録される際になぜか削除された部

分にあり､筆者は間接的に､つまりLiveltonが引

用紹介しているものに拠ったことを断っておく｡

｢-しかしながら､あるものが､意図されざる目的

に使われることは- たとえば帽子がウサギを出

すのに使われるということは､その本質の一部で

はないし､また､その取 り扱いについて当然影響

もしょうが､定義上の要素とすべきではないと申

し上げたい｣｡つまり､帽子はあくまでも頭に被る

のが本来的なあり方であって､手品師がそれから

ウサギを取 り出すのに使うからといって､それを

帽子の本質とすることはできないし､同様に､ア

-カイヴズ資料が歴史研究に使われるからといっ

て､それがア-カイヴズを規定する本質とはいえ

ない､とJenkinsonはいいたかったわけだ｡Livelton,

72.

(49) 同学会のホームページ(URL:http://www-

soc.nii.ac.jp/rmsj/qanda/qanda.html)より引用｡

神奈川県立公文書館の石原一別氏も､国際公文書

館会議 (ICA)､アメリカ ｡アーキビス ト協会

(SAA)､及び国際記録管理協会(IRMC)のそれぞ

れの ｢記録｣定義を比較し､細かい相違はあるも

のの､｢組織が作成し､収受し､そして保管すると

いう基本的な事項は共通している｣と述べている｡

石原一別 ｢欧米における記録管理｣､安藤正人 ･

青山英幸編著 『記録史料の管理と文書館』(北海

道大学国書刊行会､1996年)､449頁｡

(50)Liveltonは ｢情報｣から説き起こす｡まず､｢与

えられたintelligence｣が情報である｡それが記録

化されて文書となり(記録化されない情報は文書で

はない)､｢業務遂行過程で作成または収受され､

保存されて｣こんどは ｢記録｣と呼ばれる情報の

(そして文書)の､ひとつの種類となる｡Livelton,

ibid.,82-83.

(51) 古代近東における ｢ア-カイヴズと図書館｣に

ついて著したスエーデンのOlofPedersinは､ア-

カイヴズと図書館の区別を､滑稽とも思えるルー

ルを設定することで行った｡すなわち､現代にお

いて､印刷本を置いているのが図書館であり､一

点ものの文書を収蔵しているのがア-カイヴズで

ある､という(じつに不正確な)規定をし､そこか

らさかのぼって､遺跡の粘土板の内容を､文書と

文学的テキス吊こ分け､前者の数が勝る場所をア

-カイヴズとし､後者の多い場所を図書館とした｡

両者の数がほぼ等しいところでは､｢図書館及びア

-カイヴズ｣､または ｢ア-カイヴズ及び図書館｣

と称する､という愚にもつかない概念規定を行っ

た のであ る｡OlofPeders6n,Az･chl'vesand

Ll'bran'esl'ntheAncl'entNearEast(Bethesda,

Maryland,CDLPress,1998),3.さらに時代錯誤を

極めるのが､古代のア-カイヴズについて､ここ

半世紀ほどの間に現れたシェレンバーグ的再定義

(それ自体論争の的になっている)を適用し､｢歴史

的価値のために(他から)分離して保管された記録

のコレクション､あるいは保管所｣と規定しよう

としたKlaasR.Veenhofであろう｡MariaBrosius,

"AncientArchivesandConceptsofRecord-

Keeplng,"inMariaBrosius,ed"Ancl'entAz･chl'ves
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andArchl'valTradl'tl'ons:ConceptsofRecord

Keepl'ngl'ntheAncl'entworld(Oxford,New

York,0ⅩfordUniversityPress,2003),6-7.

(52) だからこそ､ア-カイヴズ界において ｢記録の

ライフサイクル｣が強調 され､また､｢出処の原

則｣が重要な原則のひとつとなっているのである｡

(53)先に引用 した記録管理学会のホームページには､

その点が明確 に述べ られている｡｢日本では 『記

録』と 『文書』とが厳密に使い分けられていない

ため､記録管理 と文書管理はほぼ同義語 として使

われています｡一方､欧米では 『記録』(Records)

と 『文書』(Document)は厳密に区別されています

ので､『記録管理』(RecordsManagement)と 『文

書管理』(DocumentManagement)とは別のもの

です｣｡

(54)前掲､記録管理学会ホームページ｡

(55) 評価選別の概念 も大きく変わる｡ 何 しろ､書庫

の物理的な容量は､デジタルデータの場合､問題

にならなくなるので､減量のためのみに行 う選別

廃棄であれば､それは不要になるのである｡

(56) もちろん､公文書 と私文書 という分け方にもあ

いまいさが残る｡ ここでは､組織外の文書､とい

う意味で使用する｡

(57)Schellenberg,ib札 14.

(58)T.RSchellenberg,TheManagementofAmhfves:

(NewYork:ColumbiaUniversityPress,1965:reprint

WashingtonD.C.,theNadonalArchivesandRecords
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